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宮城県ハング・パラグライディング連盟  (Miyagiken Hang Para Gliding Federation) 

 

【 基 本 規 約 】 

施行:1999 年 4 月 30 日 

一部改正:2005 年 4 月 1 日 

一部追加:2008 年 4 月 1 日 

改正:2012 年 2 月 12 日 

  改正:2014 年 9 月 28 日 

一部追加:2023 年 2 月 26 日 

 

 

【第１章 総則】 

 

(名称) 

第１条 本連盟は、宮城県ハング・パラグライディング連盟と称する。 

 

【第２章 目的及び事業】 

 

(目的) 

第２条  本連盟は、宮城県内におけるハンググライダー及びパラグライダー、並びに補助動力付

きパラグライダー(以下ハング等)によるスカイスポーツの正しい普及発展を期し、県内のハ

ング等のフライヤーが組織する団体、またはスカイスポーツに関与する諸団体の活動の推

進と円滑化に資することを目的とする。 

(事業) 

第３条  本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１ 公益社団法人日本ハング・パラグライディング連盟(以下 JHF)に対する教員又は助教

員の推薦に関する事項 

２ ハング等の普及振興に関する事項 

３ ハング等による競技会の開催または後援に関する事項 

４ ハング等による傷害防止対策に関する事項 

５ エリア管理に関する助言および協力に関する事項 

６ 会員及び加盟団体相互間の連絡等に関する事項 

７ JHF が行う事業への参加および協力に関する事項 

８ その他、本連盟の目的達成に必要な事項 

 

【第３章 会員及び加盟団体】 

 

(会員) 

第４条  本連盟の会員になろうとする者は、次の各号の一つに該当する者でなければならない。 

１ 宮城県内に在住し、パイロット技能証を所持する者 

２ 財団法人日本航空協会に於けるフライヤー登録が有効である者 

３ スクール生の場合は、本連盟に登録したスクールを経由して申請した者 

４ 県外在住の場合は、本連盟に登録したスクール又はクラブを経由して申請した者 

５ 理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けた者 

 

（退会） 

第５条  会員は、理事会において定めるところによる退会届を提出することにより、任意にいつ
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でも退会することができる。 

（除名） 

第６条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名す

ることができる。 

１ この定款その他の規則に違反したとき。 

２ この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

３ その他除名すべき正当な事由があるとき。 

 

（会員資格の喪失） 

第７条  第５条及び第６条の場合のほか、会員は、第３９条の支払義務を履行しなかったときは、

その資格を喪失する。 

  

 

(加盟団体) 

第８条  パイロット技能証を所持した会員が宮城県内に組織した団体は、本連盟に加盟する事が

できる。 

   

(スクール並びに教員及び助教員) 

第９条  宮城県内に住所地を有するハング等の技能を教習するためのスクールは、本連盟に登録

しなければならない。 

  ２． 宮城県内に在住する教員又は助教員の資格を有する者が、ハング等の教習をしようとす

るときは、本連盟に登録しなければならない。 

  ３． 会員並びに加盟団体は、ハング等の教習を受けようとする者に対し、本連盟又は JHF に

登録のないスクール、及び教員ないし助教員を教示あるいは推薦等の行為を行ってはなら

ない。 

 

【第４章 加盟】 

 

(加盟) 

第１０条 本連盟に加盟しようとする者は、所属する団体を経由して、加盟届を本連盟に提出し、

理事会の承認を得なければならない。 

  ２． 前項の加盟届出には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

   １ 住所、氏名及び生年月日 

   ２ フライヤー登録番号及びハング等の種別 

   ３ 所属する団体の名称 

  ３． 団体に所属しない者が本連盟に加盟しようとする時は、前項第１号及び２号に掲げる事

項を記載した加盟申請書を提出し、理事会の承認を得なければならない。 

  ４． 第 8 条に掲げる団体は、団体の名称及び所在地の他、代表者の氏名及び住所並びに加盟

目的を記載した加盟申請書を提出し、理事会の承認を得なければならない。 

 

【第５章 連盟の機関】 

 

第１節 役員 

 

(役員) 

第１１条  本連盟に次の役員を置く。 

      1  理事長   １名 
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      ２  副理事長  ２名 

      ３  理事    理事長、副理事長を含め５名以上１１名以内 

４  監事    １名   

２． 監事は、他の役員を兼ねることはできない。 

(役員の職務) 

第１２条  理事長は、本連盟を代表し、連盟の業務を総理する。 

２． 副理事長は、理事長の定めるところにより理事長を補佐し、理事長に事故がある時はそ

の職務を代理し、理事長が欠員の時はその職務を行う。 

３． 理事は、本連盟の業務を執行する。 

４． 監事は、本連盟の資産及び会計に関する監査、並びに理事の業務執行の状況の監査を行

う。 

 (役員の選任) 

第１３条 理事及び監事の選任は、総会における選考によって行う。 

２． 理事長及び副理事長は、理事会において理事のうちから選任する。 

 (役員の任期) 

第１４条 役員の任期は、役員が就任した時から２度目の定時総会の終了までとする。 

２． 役員は、任期満了の後において後任者が就任するまでの間はその職務を行う。 

３． 解任及び除名処分となった場合は第１項の限りでなく、その時点で役員資格を喪失する。 

 (役員の選考) 

第１５条 理事及び監事の候補者は、原則として次の会員とする。 

        １ 立候補した会員 

        ２ 加盟団体より候補者として推薦を受けた会員 

       ３ 会員より候補者として推薦を受けた会員 

２． 役員改選については、役員選考の必要な総会の 2 週間前までに会員に通知することを要

す。  

３．  立候補しようとする者・候補者を推薦しようとする者は、氏名、住所、所属団体名を

当該総会までに事務局に通知しなければならない。 

４．  候補者が定員数と同数または定員数に満たない場合は選定を行わず、候補者全員を当

選とする。 

５．  候補者の届出が無いか、又は候補者の数が定員数に満たない役職が生じたときは、議

長は総会参加者をその選考に当たらせることができ、選出された候補者については、選挙

を行うことなく、総会の信任をもって当選とする。 

６.   選考方法は各候補者について行い、総会出席者の過半数の支持を得た候補者を役員と

して選任する。但し過半数の支持を得た候補者の内、支持票の多いものから順に定員数迄

を当選とする。 

 

第２節 理事会 

 

(理事会の組織及び招集) 

第１６条 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって組織する。 

２． 理事会は、理事長が召集し、議長を務める。 

３． 理事会の決議は、理事会の構成員の過半数が出席し、その議決権の過半数で決議し、可

否同数のときは議長が決する。 

 

(決議事項) 

第１７条 総会決議事項以外の事項は、理事会で決議する。 
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(議事録) 

第１８条理事会の議事については、議事録を作らなければならない。 

 

第３節 総会 

 

(総会) 

第１９条  総会は、定時総会と臨時総会の２種とする。 

(総会の組織) 

第２０条  総会は、代議員で組織する。 

(総会の成立) 

第２１条  総会は、代議員の過半数の出席をもって成立する。 

(代議員) 

第２２条  代議員は、理事又は監事であってはならない。 

２． 代議員は、加盟団体に所属する会員のうちから加盟団体が選任する。 

３． 前項の代議員の員数は、その団体に所属する正会員の員数が１０名に満たない場合は正

会員５名以上から代議員１名を、その団体に所属する正会員の員数が１０名以上の場合は

正会員１０名までに代議員１名、以降正会員５名毎に代議員１名ずつを選任することがで

きる。 

４． 代議員数の基となる会員数は、前年会計年度末時点での員数とする。 

５． 加盟団体が代議員を選任したときは、選任した代議員の住所及び氏名を記載した代議員

選任届けを、本連盟に提出しなければならない。 

６． 代議員の任期は１年とし、会計年度と同期間とする。 

７． 代議員は、任期内の交代を可能とする。 

 

 (総会の召集) 

第２３条  理事長は、毎会計年度の終了後２ヶ月以内に定時総会を召集しなければならない。 

２． 理事長は、必要があると認める場合には、臨時総会を召集することができる。 

 (総会の特別召集) 

第２４条  理事長は、代議員の半数以上の者から総会召集の請求があったときには、１ヵ月以内の

日を会日とする総会を召集しなければならない。 

 (総会の決議事項) 

第２５条  次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。 

      １ 予算及び決算に関する事項 

      ２ 規約の制定及び決算に関する事項 

      ３ 理事、監事の選任及び解任に関する事項 

      ４ 重要な資産の取得、処分及び多額な債務の負担に関する事項 

      ５ 理事会において、総会に付議すべき旨決議した事項 

      ６ 総会において、審議することを相当と決議した事項 

(決議の要件) 

第２６条 総会の決議は、出席した代議員の議決権の過半数で決議する。ただし、可否同数のとき

は、議長が決する。 

    ２． 代議員は、他の代議員を代理人として、議決権を行使することができる。この場合にお

いて、代理人は、代理権を証する書面を総会に提出しなければならない。 

    ３． 代議員が 1 名のクラブについては、代理人を他の代議員でなく、同一クラブに所属する

会員とすることができる。  

(議決権) 

第２７条  代議員は、１個の議決権を有する。 
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(議長) 

第２８条 総会の議長は、総会出席者の中から理事長が指名した者が行う。 

(議事録) 

第２９条  総会の議事については、議事録を作らなければならない。 

 

第４節 専門委員会および事務局 

 

(専門委員会) 

第３０条 本連盟は、理事会の決するところにより特定の事項を司どらせるため、必要な委員会を

置くことができる。 

２． 前項の委員会につき必要な事項は、理事会が定める。 

(事務局) 

第３１条 本連盟は、その事務を処理するため、事務局を置く。 

２． 事務局につき必要な事項は、理事会が定める。 

 

【第６章 資産及び会計】 

 

(会計年度) 

第３２条 本連盟の会計年度は 1 月 1 日に始り、当年 12 月 31 日までとする。 

(予算) 

第３３条 本連盟の経費は、次に掲げる収入をもって支弁する。 

    １ 会員の会費 

    ２ 加盟団体の負担金 

    ３ スクール並びに教員及び助教員の登録料 

    ４ 事業に伴う収入 

    ５ 交付金及び補助金 

    ６ 寄付金、その他の収入 

  ２． 理事長は、当年度の予算案を作成し、理事会の決議を経て、これを定時総会に提出しな

ければならない。 

 (財産目録) 

第３４条 理事長は、本連盟の資産及び負債を明らかにするため、毎会計年度末現在における財産

目録を作成しなければならない。 

(決算報告書) 

第３５条 理事長は、本連盟の前年度の収入及び支出の決算報告書を作成し、監事に提出しなけれ

ばならない。 

    ２．  監事は、前項の決算報告書を監査し、その結果について、これに付記しなければなら

ない。 

３． 理事長は、定時総会に前項の決算報告書を提出しなければならない。 

(資産の管理) 

第３６条  本連盟の資産は、理事長が管理する。 

(予算外支出) 

第３７条  理事長は、理事会の決議を経て、予算外の支出をすることができる。 

(旅費、手当等) 

第３８条  役員の旅費及び手当等は、理事会の定めるところによる。 

 

【第７章 会費及び負担金】 
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(会費) 

第３９条   会員は、別紙に定めるところにより、会費を納入しなければならない。 

 (負担金) 

第４０条  加盟団体は、別紙に定めるところにより負担金を納入しなければならない。 

 (登録料) 

第４１条   スクール並びに教員が登録を受けようとするときは、別紙に定めるところにより登録料

を納入しなければならない。 

２． 前項の登録の有効期間は１年とし、その期日は理事会で定める。 

 

【第８章 個人情報の取り扱い】 

 

（法令の遵守） 

第４２条  国の定めるガイドライン等を遵守し特定の個人を識別出来るもの及び個人に関する情

報を適正に取り扱う。 

(目的) 

第４３条  本連盟が保有する個人情報は、活動の円滑な運営を図る為に取得するものとする。 

（責務） 

第４４条  本連盟は個人情報の保護に関する法令を遵守すると共に会員の活動において個人情報

の保護に努めるものとする。 

（取扱者） 

第４５条  本連盟における個人情報の取扱者は事務局とする。 

(利用) 

第４６条  取得した個人情報は下記の目的に沿った利用とする。 

１ 文書の送付、送信 

２ 会費の集金及び管理業務 

３ 役員、会員の名簿作成 

４ 広報、ホームページへの掲載等 

（利用目的制限） 

第４７条  本連盟は予め本人の同意を得ないで前項により特定された利用目的の範囲を超えた個

人情報の取り扱いをしてはならない。 

（管理者および管理） 

第４８条  本連盟における個人情報の管理者は理事長とする。 

２． 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとして適正に管理し、不要となった個人情

報は管理者立ち合いの元で適切かつ速やかに廃棄するものとする。 

３． 個人情報を扱う電子機器等に尽いては適切に保管するとともにメールでの送信も含めフ

ァイルにパスワードをかける等の安全対策をする。 

（第三者への提供制限） 

第４９条  次にあげる場合を除き本人の同意を得ないで第三者提供してはならない。 

１ 法令に基づく場合 

２ 本人と意思疎通が出来ない等、人命救助のため緊急を要する場合 

３ 警察、病院等に対して協力する必要がある場合 
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【別紙】 
 

[1]会費及び負担金の年額 

(1) 会員の会費 

① 加盟団体に所属する者      1,000 円 

② 加盟団体に所属しない者     3,000 円 

 

(2) 加盟団体の負担金          5,000 円 

 

 

[2]会費及び負担金の納入期限 

(1) 新規に加盟する者又は団体は、加盟の申請と同時期 

(2) ３月末日の時点で加盟している者又は団体は、同年の５月末日 

 

[3]登録料 

(1) スクール              5,000 円 

(2) 教員                1,000 円 

 

 

以上 

 

 


